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○
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
八
十
七
号

青
少
年
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
九
十
八
号
）
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
青
少

年
の
雇
用
機
会
の
確
保
及
び
職
場
へ
の
定
着
に
関
し
て
事
業
主
、
特
定
地
方
公
共
団
体
、
職
業
紹
介
事
業
者
等
そ
の
他

の
関
係
者
が
適
切
に
対
処
す
る
た
め
の
指
針
（
平
成
二
十
七
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
六
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年
四
月
三
十
日

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久

青
少
年
の
雇
用
機
会
の
確
保
及
び
職
場
へ
の
定
着
に
関
し
て
事
業
主
、
特
定
地
方
公
共
団
体
、
職
業
紹
介

事
業
者
等
そ
の
他
の
関
係
者
が
適
切
に
対
処
す
る
た
め
の
指
針
の
一
部
を
改
正
す
る
件
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
二

事
業
主
等
が
青
少
年
の
募
集
及
び
採
用
に
当
た
っ
て
講
ず
べ
き
措
置

第
二

事
業
主
等
が
青
少
年
の
募
集
及
び
採
用
に
当
た
っ
て
講
ず
べ
き
措
置

一

労
働
関
係
法
令
等
の
遵
守

一

労
働
関
係
法
令
等
の
遵
守

事
業
主
、
青
少
年
の
募
集
を
行
う
者
、
募
集
受
託
者(

職
業
安
定
法
第

事
業
主
、
青
少
年
の
募
集
を
行
う
者
、
募
集
受
託
者(

職
業
安
定
法
第

三
十
九
条
に
規
定
す
る
募
集
受
託
者
を
い
う
。
㈠
に
お
い
て
同
じ
。)

及

三
十
九
条
に
規
定
す
る
募
集
受
託
者
を
い
う
。
㈠
に
お
い
て
同
じ
。)

及

び
求
人
者
は
、
青
少
年
が
適
切
に
職
業
選
択
を
行
い
、
安
定
的
に
働
く
こ

び
求
人
者
は
、
青
少
年
が
適
切
に
職
業
選
択
を
行
い
、
安
定
的
に
働
く
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
労
働
条
件
等
が
的
確
に
示
さ
れ
る

と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
労
働
条
件
等
が
的
確
に
示
さ
れ
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
次
に
掲
げ
る
労
働
条
件
等
の
明
示
等

こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
次
に
掲
げ
る
労
働
条
件
等
の
明
示
等

に
関
す
る
事
項
を
遵
守
す
る
こ
と
。

に
関
す
る
事
項
を
遵
守
す
る
こ
と
。

㈠

募
集
に
当
た
っ
て
遵
守
す
べ
き
事
項

㈠

募
集
に
当
た
っ
て
遵
守
す
べ
き
事
項

イ
～
ホ

（
略
）

イ
～
ホ

（
略
）

ヘ

広
告
等
に
よ
り
青
少
年
の
募
集
を
行
う
者
及
び
募
集
受
託
者
は
、

ヘ

広
告
等
に
よ
り
青
少
年
の
募
集
を
行
う
者
及
び
募
集
受
託
者
は
、

職
業
安
定
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
募
集
に
係

職
業
安
定
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
募
集
に
係

る
従
事
す
べ
き
業
務
の
内
容
等
を
明
示
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該

る
従
事
す
べ
き
業
務
の
内
容
等
を
明
示
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該

募
集
に
応
じ
よ
う
と
す
る
青
少
年
に
誤
解
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
の
な

募
集
に
応
じ
よ
う
と
す
る
青
少
年
に
誤
解
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
の
な

い
よ
う
に
平
易
な
表
現
を
用
い
る
等
そ
の
的
確
な
表
示
に
努
め
な
け

い
よ
う
に
平
易
な
表
現
を
用
い
る
等
そ
の
的
確
な
表
示
に
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
職
業
安
定
法
第
四
条

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
募
集
に
関
す
る
情
報

第
六
項
に
規
定
す
る
募
集
情
報
等
提
供
を
業
と
し
て
行
う
者
（
以
下

を
提
供
す
る
こ
と
を
業
と
し
て
行
う
者
（
以
下
こ
の
ヘ
及
び
第
四
に

こ
の
ヘ
及
び
第
四
に
お
い
て
「
募
集
情
報
等
提
供
事
業
者
」
と
い
う

お
い
て
「
募
集
情
報
提
供
事
業
者
」
と
い
う
。
）
を
し
て
労
働
者
の

。
）
を
し
て
労
働
者
の
募
集
に
関
す
る
情
報
を
労
働
者
と
な
ろ
う
と

募
集
に
関
す
る
情
報
を
労
働
者
と
な
ろ
う
と
す
る
青
少
年
に
提
供
さ

す
る
青
少
年
に
提
供
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
募
集
情
報
等

せ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
募
集
情
報
提
供
事
業
者
の
協
力
を
求

提
供
事
業
者
の
協
力
を
求
め
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

め
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

ト
～
タ

（
略
）

ト
～
タ

（
略
）

レ

募
集
者
等
は
、
職
業
紹
介
事
業
者
、
求
人
者
、
労
働
者
の
募
集
を

（
新
設
）

行
う
者
、
募
集
受
託
者
、
募
集
情
報
等
提
供
事
業
を
行
う
者
、
労
働

者
供
給
事
業
者
、
労
働
者
供
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
等
が
均
等
待

遇
、
労
働
条
件
等
の
明
示
、
求
職
者
等
の
個
人
情
報
の
取
扱
い
、
職

業
紹
介
事
業
者
の
責
務
、
募
集
内
容
の
的
確
な
表
示
、
労
働
者
の
募
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集
を
行
う
者
等
の
責
務
、
労
働
者
供
給
事
業
者
の
責
務
等
に
関
し
て

適
切
に
対
処
す
る
た
め
の
指
針
（
平
成
十
一
年
労
働
省
告
示
第
百
四

十
一
号
。
第
四
の
三
の
㈣
に
お
い
て
「
職
業
紹
介
事
業
者
等
指
針
」

と
い
う
。
）
第
四
に
基
づ
き
、
求
職
者
等
の
個
人
情
報
を
適
切
に
取

り
扱
う
こ
と
。

ソ
～
ネ

（
略
）

レ
～
ツ

（
略
）

ナ

第
三
の
一
の
雇
用
管
理
上
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
関
連
し
て
、

（
新
設
）

事
業
主
は
、
就
職
活
動
中
の
学
生
や
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
行
っ
て

い
る
者
等
（
以
下
こ
の
ナ
に
お
い
て
「
就
活
生
等
」
と
い
う
。
）
に

対
す
る
言
動
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
取
組
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い

こ
と
。事

業
主
が
雇
用
す
る
労
働
者
の
就
活
生
等
に
対
す
る
言
動
に
つ

(イ)
い
て
必
要
な
注
意
を
払
う
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。

事
業
主
（
そ
の
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
役

(ロ)
員
）
自
ら
の
就
活
生
等
に
対
す
る
言
動
に
つ
い
て
必
要
な
注
意
を

払
う
よ
う
努
め
る
こ
と
。

第
三
の
一
の
雇
用
管
理
上
の
措
置
と
し
て
、
職
場
に
お
け
る
パ

(ハ)
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
及
び
妊
娠

、
出
産
等
に
関
す
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
（

に
お
い
て
「
職
場
に
お

(ニ)

け
る
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
等
」
と
い
う
。
）
を
行
っ
て
は
な
ら

な
い
旨
の
方
針
の
明
確
化
等
を
行
う
際
に
、
就
活
生
等
に
対
す
る

言
動
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
方
針
を
併
せ
て
示
す
こ
と
。

就
活
生
等
か
ら
職
場
に
お
け
る
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
等
に
類

(ニ)
す
る
と
考
え
ら
れ
る
相
談
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
内
容
を
踏

ま
え
て
、
第
三
の
一
の
雇
用
管
理
上
の
措
置
も
参
考
に
し
つ
つ
、

必
要
に
応
じ
て
適
切
な
対
応
を
行
う
よ
う
に
努
め
る
こ
と
。

㈡

採
用
内
定
・
労
働
契
約
締
結
に
当
た
っ
て
遵
守
す
べ
き
事
項
等

㈡

採
用
内
定
・
労
働
契
約
締
結
に
当
た
っ
て
遵
守
す
べ
き
事
項
等

イ

事
業
主
は
、
採
用
内
定
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
採
否
の
結
果
を

イ

事
業
主
は
、
採
用
内
定
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
採
否
の
結
果
を

明
確
に
伝
え
る
と
と
も
に
、
確
実
な
採
用
の
見
通
し
に
基
づ
い
て
行

明
確
に
伝
え
る
と
と
も
に
、
確
実
な
採
用
の
見
通
し
に
基
づ
い
て
行

う
よ
う
努
め
る
こ
と
。
採
用
内
定
者
に
対
し
て
は
、
書
面
の
交
付
等

う
よ
う
努
め
る
こ
と
。
採
用
内
定
者
に
対
し
て
は
、
書
面
に
よ
り
、

に
よ
り
、
採
用
の
時
期
、
採
用
条
件
、
採
用
内
定
の
取
消
事
由
等
を

採
用
の
時
期
、
採
用
条
件
、
採
用
内
定
の
取
消
事
由
等
を
明
示
す
る
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明
示
す
る
と
と
も
に
、
採
用
内
定
者
が
学
校
等
を
卒
業
す
る
こ
と
を

と
と
も
に
、
採
用
内
定
者
が
学
校
等
を
卒
業
す
る
こ
と
を
採
用
の
条

採
用
の
条
件
と
し
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
も
、
内
定
時
に
そ
の
旨
を

件
と
し
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
も
、
内
定
時
に
そ
の
旨
を
明
示
す
る

明
示
す
る
よ
う
留
意
す
る
こ
と
。

よ
う
留
意
す
る
こ
と
。

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

ハ

採
用
内
定
者
に
つ
い
て
、
労
働
契
約
が
成
立
し
た
と
認
め
ら
れ
る

（
新
設
）

場
合
に
は
、
当
該
採
用
内
定
者
に
対
し
て
、
自
由
な
意
思
決
定
を
妨

げ
る
よ
う
な
内
定
辞
退
の
勧
奨
は
、
違
法
な
権
利
侵
害
に
当
た
る
お

そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
行
わ
な
い
こ
と
。

ニ

採
用
内
定
又
は
採
用
内
々
定
を
行
う
こ
と
と
引
替
え
に
、
他
の
事

（
新
設
）

業
主
に
対
す
る
就
職
活
動
を
取
り
や
め
る
よ
う
強
要
す
る
こ
と
等
青

少
年
の
職
業
選
択
の
自
由
を
妨
げ
る
行
為
又
は
青
少
年
の
意
思
に
反

し
て
就
職
活
動
の
終
了
を
強
要
す
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
青
少
年
に

対
す
る
公
平
か
つ
公
正
な
就
職
機
会
の
提
供
の
観
点
か
ら
行
わ
な
い

こ
と
。

ホ
～
ト

（
略
）

ハ
～
ホ

（
略
）

二

青
少
年
雇
用
情
報
の
提
供

二

青
少
年
雇
用
情
報
の
提
供

マ
ッ
チ
ン
グ
の
向
上
の
た
め
に
は
、
労
働
条
件
等
に
加
え
て
、
職
場
に

マ
ッ
チ
ン
グ
の
向
上
の
た
め
に
は
、
労
働
条
件
等
に
加
え
て
、
職
場
に

お
け
る
就
労
実
態
に
係
る
情
報
の
提
供
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
事

お
け
る
就
労
実
態
に
係
る
情
報
の
提
供
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
事

業
主
等
は
、
法
第
十
三
条
及
び
第
十
四
条
に
規
定
す
る
青
少
年
雇
用
情
報

業
主
等
は
、
法
第
十
三
条
及
び
第
十
四
条
に
規
定
す
る
青
少
年
雇
用
情
報

の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
留
意
す
る
こ
と
。

の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
留
意
す
る
こ
と
。

㈠

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
の
公
表
、
会
社
説
明
会
で
の
提
供
又
は
求
人

㈠

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
の
公
表
、
会
社
説
明
会
で
の
提
供
又
は
求
人

票
へ
の
記
載
等
に
よ
り
、
青
少
年
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施

票
へ
の
記
載
等
に
よ
り
、
青
少
年
雇
用
情
報
の
全
て
の
項
目
に
つ
い
て

行
規
則
（
平
成
二
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
五
十
五
号
。
第
四
の
四

情
報
提
供
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。

に
お
い
て
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
に
掲
げ
る
事
項

に
つ
い
て
情
報
提
供
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。

㈡
～
㈣

（
略
）

㈡
～
㈣

（
略
）

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

第
三

事
業
主
が
青
少
年
の
職
場
へ
の
定
着
促
進
の
た
め
に
講
ず
べ
き
措
置

第
三

事
業
主
が
青
少
年
の
職
場
へ
の
定
着
促
進
の
た
め
に
講
ず
べ
き
措
置

一

雇
用
管
理
の
改
善
に
係
る
措
置

一

雇
用
管
理
の
改
善
に
係
る
措
置

事
業
主
は
、
賃
金
不
払
い
等
の
労
働
関
係
法
令
違
反
が
行
わ
れ
な
い
よ

事
業
主
は
、
賃
金
不
払
い
等
の
労
働
関
係
法
令
違
反
が
行
わ
れ
な
い
よ
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う
適
切
な
雇
用
管
理
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、
事
業
主
は
、
労
働
施
策
の
総

う
適
切
な
雇
用
管
理
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、
事
業
主
は
、
青
少
年
に
つ
い

合
的
な
推
進
並
び
に
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
及
び
職
業
生
活
の
充
実
等
に

て
、
早
期
に
離
職
す
る
者
の
割
合
が
高
い
こ
と
を
踏
ま
え
、
職
場
に
定
着

関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
三
十
条
の
二
第

し
、
就
職
し
た
企
業
で
安
定
的
に
キ
ャ
リ
ア
を
形
成
し
て
い
く
た
め
、
青

一
項
、
雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男
女
の
均
等
な
機
会
及
び
待
遇
の
確
保
等

少
年
の
能
力
や
経
験
に
応
じ
た
適
切
な
待
遇
を
確
保
す
る
よ
う
雇
用
管
理

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項

の
改
善
に
努
め
る
と
と
も
に
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る

及
び
第
十
一
条
の
三
第
一
項
並
び
に
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は

こ
と
。

家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七

十
六
号
）
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
並
び
に
事
業
主
が
職
場
に
お
け
る

優
越
的
な
関
係
を
背
景
と
し
た
言
動
に
起
因
す
る
問
題
に
関
し
て
雇
用
管

理
上
講
ず
べ
き
措
置
等
に
つ
い
て
の
指
針
（
令
和
二
年
厚
生
労
働
省
告
示

第
五
号
）
、
事
業
主
が
職
場
に
お
け
る
性
的
な
言
動
に
起
因
す
る
問
題
に

関
し
て
雇
用
管
理
上
講
ず
べ
き
措
置
等
に
つ
い
て
の
指
針
（
平
成
十
八
年

厚
生
労
働
省
告
示
第
六
百
十
五
号
）
、
事
業
主
が
職
場
に
お
け
る
妊
娠
、

出
産
等
に
関
す
る
言
動
に
起
因
す
る
問
題
に
関
し
て
雇
用
管
理
上
講
ず
べ

き
措
置
等
に
つ
い
て
の
指
針
（
平
成
二
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百

十
二
号
）
及
び
子
の
養
育
又
は
家
族
の
介
護
を
行
い
、
又
は
行
う
こ
と
と

な
る
労
働
者
の
職
業
生
活
と
家
庭
生
活
と
の
両
立
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
す

る
た
め
に
事
業
主
が
講
ず
べ
き
措
置
等
に
関
す
る
指
針
（
平
成
二
十
一
年

厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
九
号
）
に
基
づ
き
、
職
場
に
お
け
る
パ
ワ
ー
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
及
び
妊
娠
、
出
産
、
育
児

休
業
等
に
関
す
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
の
た
め
、
雇
用
管
理
上
の
措
置

を
講
ず
る
こ
と
。

さ
ら
に
、
事
業
主
は
、
青
少
年
に
つ
い
て
、
早
期
に
離
職
す
る
者
の
割

合
が
高
い
こ
と
を
踏
ま
え
、
職
場
に
定
着
し
、
就
職
し
た
企
業
で
安
定
的

に
キ
ャ
リ
ア
を
形
成
し
て
い
く
た
め
、
青
少
年
の
能
力
や
経
験
に
応
じ
た

適
切
な
待
遇
を
確
保
す
る
よ
う
雇
用
管
理
の
改
善
に
努
め
る
と
と
も
に
、

次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

㈠
～
㈢

（
略
）

㈠
～
㈢

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

第
四

特
定
地
方
公
共
団
体
及
び
職
業
紹
介
事
業
者
等
が
青
少
年
の
雇
用
機
会

第
四

特
定
地
方
公
共
団
体
及
び
職
業
紹
介
事
業
者
等
が
青
少
年
の
雇
用
機
会
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の
確
保
及
び
職
場
へ
の
定
着
促
進
の
た
め
に
講
ず
べ
き
措
置

の
確
保
及
び
職
場
へ
の
定
着
促
進
の
た
め
に
講
ず
べ
き
措
置

青
少
年
の
就
職
支
援
並
び
に
職
業
能
力
の
開
発
及
び
向
上
に
携
わ
る
主
な

青
少
年
の
就
職
支
援
並
び
に
職
業
能
力
の
開
発
及
び
向
上
に
携
わ
る
主
な

関
係
者
と
し
て
、
特
定
地
方
公
共
団
体
及
び
職
業
紹
介
事
業
者
等
は
、
青
少

関
係
者
と
し
て
、
特
定
地
方
公
共
団
体
及
び
職
業
紹
介
事
業
者
等
は
、
青
少

年
が
安
定
的
な
就
業
機
会
を
得
て
、
職
場
定
着
及
び
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
を
実

年
が
安
定
的
な
就
業
機
会
を
得
て
、
職
場
定
着
及
び
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
を
実

現
で
き
る
よ
う
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
よ
う
に
努
め
る
と
と
も
に
、

現
で
き
る
よ
う
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
よ
う
に
努
め
る
と
と
も
に
、

第
二
の
一
の
㈠
に
掲
げ
る
事
項
が
適
切
に
履
行
さ
れ
る
よ
う
、
必
要
な
措
置

第
二
の
一
の
㈠
に
掲
げ
る
事
項
が
適
切
に
履
行
さ
れ
る
よ
う
、
必
要
な
措
置

を
講
ず
る
こ
と
。

を
講
ず
る
こ
と
。

一

青
少
年
の
主
体
的
な
職
業
選
択
・
キ
ャ
リ
ア
形
成
の
促
進

一

青
少
年
の
主
体
的
な
職
業
選
択
・
キ
ャ
リ
ア
形
成
の
促
進

特
定
地
方
公
共
団
体
、
職
業
紹
介
事
業
者
、
募
集
情
報
等
提
供
事
業
者

特
定
地
方
公
共
団
体
、
職
業
紹
介
事
業
者
、
募
集
情
報
提
供
事
業
者
及

、
地
域
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
及
び
キ
ャ
リ
ア
形
成
サ
ポ
ー
ト
セ

び
地
域
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
は
、
青
少
年
自
身
が
主
体
的
に
職

ン
タ
ー
は
、
青
少
年
自
身
が
主
体
的
に
職
業
選
択
及
び
キ
ャ
リ
ア
形
成
を

業
選
択
や
キ
ャ
リ
ア
形
成
を
行
え
る
よ
う
、
青
少
年
の
希
望
等
を
踏
ま
え

行
え
る
よ
う
、
青
少
年
の
希
望
等
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
個
々
の
状
況
に
応

な
が
ら
、
個
々
の
状
況
に
応
じ
た
支
援
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。

じ
た
支
援
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。

二

（
略
）

二

（
略
）

三

募
集
情
報
等
提
供
事
業
者
に
よ
る
就
職
支
援
サ
イ
ト
の
運
営

三

募
集
情
報
提
供
事
業
者
に
よ
る
就
職
支
援
サ
イ
ト
の
運
営

事
業
主
が
募
集
情
報
等
提
供
事
業
者
の
就
職
支
援
サ
イ
ト
を
活
用
し
て

事
業
主
が
募
集
情
報
提
供
事
業
者
の
就
職
支
援
サ
イ
ト
を
活
用
し
て
募

募
集
活
動
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
募
集
情
報
等
提
供
事
業
者
は
、
当
該

集
活
動
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
募
集
情
報
提
供
事
業
者
は
、
当
該
募
集

募
集
に
関
す
る
情
報
を
提
供
す
る
に
当
た
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
留

に
関
す
る
情
報
を
提
供
す
る
に
当
た
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
留
意
す

意
す
る
こ
と
。

る
こ
と
。

㈠
～
㈢

（
略
）

㈠
～
㈢

（
略
）

㈣

募
集
情
報
等
提
供
事
業
者
は
、
労
働
者
に
な
ろ
う
と
す
る
青
少
年
の

（
新
設
）

個
人
情
報
の
収
集
、
保
管
及
び
使
用
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
職
業
紹

介
事
業
者
等
指
針
第
四
の
一
を
踏
ま
え
る
こ
と
。
ま
た
、
募
集
情
報
等

提
供
事
業
者
は
、
職
業
紹
介
事
業
者
等
指
針
第
四
の
二
を
踏
ま
え
、
秘

密
に
該
当
す
る
個
人
情
報
の
厳
重
な
管
理
等
、
労
働
者
に
な
ろ
う
と
す

る
青
少
年
の
個
人
情
報
の
適
正
な
管
理
を
行
う
こ
と
。

な
お
、
募
集
情
報
等
提
供
事
業
者
は
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る

法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る

個
人
情
報
取
扱
事
業
者
（
以
下
こ
の
㈣
に
お
い
て
「
取
扱
事
業
者
」
と

い
う
。
）
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
同
法
第
四
章
第
一
節
に
規
定
す
る

義
務
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。



- 7 -

ま
た
、
取
扱
事
業
者
に
該
当
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
取
扱
事
業

者
に
準
じ
て
、
個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
の
確
保
に
努
め
る
こ
と
。

四

青
少
年
雇
用
情
報
の
提
供

四

青
少
年
雇
用
情
報
の
提
供

㈠

特
定
地
方
公
共
団
体
及
び
職
業
紹
介
事
業
者
（
職
業
安
定
法
第
三

㈠

特
定
地
方
公
共
団
体
及
び
職
業
紹
介
事
業
者
（
職
業
安
定
法
第
三

十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
無
料
職
業
紹
介
事
業
の
届
出
を
行

十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
無
料
職
業
紹
介
事
業
の
届
出
を
行

っ
た
場
合
は
、
学
校
等
も
含
ま
れ
る
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
。
）
は
、

っ
た
場
合
は
、
学
校
等
も
含
ま
れ
る
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
）
は
、
学

学
校
卒
業
見
込
者
等
求
人
（
法
第
十
一
条
に
規
定
す
る
学
校
卒
業
見
込

校
卒
業
見
込
者
等
求
人
（
法
第
十
一
条
に
規
定
す
る
学
校
卒
業
見
込
者

者
等
求
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
申
込
み
を
受
理
す
る
際
に
、
法

等
求
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
申
込
み
を
受
理
す
る
際
に
、
法
第

第
十
四
条
の
趣
旨
に
沿
っ
て
、
求
人
者
に
青
少
年
雇
用
情
報
の
提
供
を

十
四
条
の
趣
旨
に
沿
っ
て
、
求
人
者
に
青
少
年
雇
用
情
報
の
提
供
を
求

求
め
る
と
と
も
に
、
全
て
の
青
少
年
雇
用
情
報
を
提
供
す
る
よ
う
働
き

め
る
と
と
も
に
、
全
て
の
青
少
年
雇
用
情
報
を
提
供
す
る
よ
う
働
き
か

か
け
、
学
校
卒
業
見
込
者
等
に
対
す
る
職
業
紹
介
に
活
用
す
る
こ
と
が

け
、
学
校
卒
業
見
込
者
等
に
対
す
る
職
業
紹
介
に
活
用
す
る
こ
と
が
望

望
ま
し
い
こ
と
。
ま
た
、
特
定
地
方
公
共
団
体
及
び
職
業
紹
介
事
業
者

ま
し
い
こ
と
。
ま
た
、
特
定
地
方
公
共
団
体
及
び
職
業
紹
介
事
業
者
は

は
、
就
職
支
援
サ
イ
ト
を
運
営
す
る
場
合
は
、
事
業
主
の
青
少
年
雇
用

、
就
職
支
援
サ
イ
ト
を
運
営
す
る
場
合
は
、
事
業
主
の
青
少
年
雇
用
情

情
報
に
つ
い
て
、
可
能
な
限
り
施
行
規
則
第
五
条
第
一
項
に
掲
げ
る
事

報
に
つ
い
て
、
可
能
な
限
り
全
て
の
項
目
が
掲
載
さ
れ
る
よ
う
に
取
り

項
が
掲
載
さ
れ
る
よ
う
に
取
り
組
む
こ
と
。

組
む
こ
と
。

求
人
の
申
込
み
を
受
理
す
る
段
階
で
提
供
が
な
さ
れ
て
い
な
い
青
少

求
人
の
申
込
み
を
受
理
す
る
段
階
で
提
供
が
な
さ
れ
て
い
な
い
青
少

年
雇
用
情
報
に
つ
い
て
、
学
校
卒
業
見
込
者
等
か
ら
特
定
地
方
公
共
団

年
雇
用
情
報
に
つ
い
て
、
学
校
卒
業
見
込
者
等
か
ら
特
定
地
方
公
共
団

体
又
は
職
業
紹
介
事
業
者
に
対
し
て
個
別
に
照
会
が
あ
っ
た
場
合
は
、

体
又
は
職
業
紹
介
事
業
者
に
対
し
て
個
別
に
照
会
が
あ
っ
た
場
合
は
、

法
第
十
四
条
の
趣
旨
に
沿
っ
て
、
特
定
地
方
公
共
団
体
又
は
職
業
紹
介

法
第
十
四
条
の
趣
旨
に
沿
っ
て
、
特
定
地
方
公
共
団
体
又
は
職
業
紹
介

事
業
者
か
ら
求
人
者
に
対
し
て
当
該
照
会
に
係
る
青
少
年
雇
用
情
報
の

事
業
者
か
ら
求
人
者
に
対
し
て
当
該
照
会
に
係
る
青
少
年
雇
用
情
報
の

提
供
を
求
め
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該

提
供
を
求
め
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該

照
会
を
行
っ
た
学
校
卒
業
見
込
者
等
に
関
す
る
情
報
を
求
人
者
に
明
示

照
会
を
行
っ
た
学
校
卒
業
見
込
者
等
に
関
す
る
情
報
を
求
人
者
に
明
示

す
る
必
要
は
な
い
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
。

す
る
必
要
は
な
い
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
。

㈡

募
集
情
報
等
提
供
事
業
者
は
、
自
ら
の
運
営
す
る
就
職
支
援
サ
イ

㈡

募
集
情
報
提
供
事
業
者
は
、
自
ら
の
運
営
す
る
就
職
支
援
サ
イ
ト

ト
に
、
学
校
卒
業
見
込
者
等
募
集
（
法
第
十
三
条
第
一
項
の
学
校
卒
業

に
、
学
校
卒
業
見
込
者
等
募
集
（
法
第
十
三
条
第
一
項
の
学
校
卒
業
見

見
込
者
等
募
集
を
い
う
。
）
を
行
う
事
業
主
の
青
少
年
雇
用
情
報
に
つ

込
者
等
募
集
を
い
う
。
）
を
行
う
事
業
主
の
青
少
年
雇
用
情
報
に
つ
い

い
て
、
可
能
な
限
り
施
行
規
則
第
五
条
第
一
項
に
掲
げ
る
事
項
が
掲
載

て
、
可
能
な
限
り
全
て
の
項
目
が
掲
載
さ
れ
る
よ
う
に
取
り
組
む
こ
と

さ
れ
る
よ
う
に
取
り
組
む
こ
と
。

。

五
～
八

（
略
）

五
～
八

（
略
）


